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総務委員会資 料 

平成 30 年 12 月 11 日

総務部人権啓発課 

人権行政のあり方について 

（１）安心しながわネットワークの推進

児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、配偶者暴力など家庭内で起こる暴力に対し、地域の

見守りを強化するとともに、関係機関の連携により速やかな対応をとることにより家庭内暴

力をなくすことを目指している。 

①ネットワーク構築の背景と現状

児童虐待や高齢者虐待、ＤＶなどの家庭内での暴力や虐待が社会問題となっている一方、

周囲の人が「虐待では？」と心配しても通報しにくい状況があった。 

地域の気づきを区につなぎ、地域とともに見守ることで虐待やＤＶを防止することを目的

に、平成 22 年 10 月に 24 時間受け付ける専用ダイヤル 2 本（児童虐待・ＤＶ、高齢者虐待）

を開設した。 

平成 24年 10 月からは法改正に伴い、障害者虐待に対応する専用ダイヤルを追加した。 

平成 27 年 4 月にＤＶ専用ダイヤルを増設し、ダイヤル数を４本に増やすことで、「暴力・

虐待」をキーワードにどこに相談しても確実に２４時間受け付ける仕組みを整えた。 

【現状の体制】  

しながわ見守りホットラインとして、地域からの通報を受ける連絡先を周知している。 

 ※別紙１「あなたの“気づき”が解決の一歩」 

【実 績】 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

児童虐待 23 41 41 41 26
DV 9 7 14 7 9
高齢者虐待 5 10 7 12 8
障害者虐待 7 7 5 3 8
合計 44 65 67 63 51
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②虐待防止ネットワーク協議会の役割と構成員

【情報連携などの役割】 

  1)情報共有 2)早期期発見、被害者の保護や支援に関する協議  

  3)連携方針の策定 4)広報その他啓発活動  など 

【構成員】 

協議会委員 関係機関 区分 

 委員長  副区長 

委 員 

総務部長 品川区 行政関係 

地域振興部長 

子ども未来部長 

福祉部長 

品川区保健所長 

教育委員会事務局 教育次長 

東京都品川児童相談所長 児童相談所 福祉関係 

品川区障害者七団体協議会会長 品川区障害者七団体

協議会 

品川区社会福祉協議会事務局長 社会福祉協議会 

ケア協議会会長 ケア協議会 

（高齢者） 社会福祉法人 

（障害者） 

品川区医師会会長 医師会 保健医療関係 

荏原医師会会長 

東京都品川歯科医師会長 歯科医師会 

東京都荏原歯科医師会長 

昭和大学病院総合相談センター 医療機関 

品川警察署長 警察署 警察・司法関係

大崎警察署長 

大井警察署長 

荏原警察署長 

東京家庭裁判所調査官 家庭裁判所 

品川区町会自治会連合会会長 町会自治会連合会 その他 

品川区民生委員協議会会長 民生委員・児童委員 

品川地区人権擁護委員会委員長 人権擁護委員 

③今後の取組み

協議会の場で虐待防止に関し、関係機関との様々な情報の共有や啓発活動を通じ、なお一

層の連携に努めていく。また、児童、高齢者、障害者への虐待や配偶者等暴力を含めた包括

的な虐待の未然防止・早期発見・適切な支援などを図っていく。 

今後、配偶者暴力相談支援センター機能の整備に向けての検討も進めていく。 
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（２）性的マイノリティを取り巻く状況について

 性的マイノリティとは

「出生時に判定された性別（身体の性）と性自認（自分が認識している自分自身の性

別）が一致し、かつ、性的指向（どのような性別の人を好きになるか）は異性」という

パターンに当てはまらない人たちのこと（ＬＧＢＴなど）をいう。 

 LGBT とは、 
Ｌ（レズビアン）     ：性自認が女性である人同士が好きになること（同性愛）、またその人。 
Ｇ（ゲイ）         ：性自認が男性である人同士が好きになること（同性愛）、またその人。 
B（バイセクシュアル） ：男性も女性も好きになること（両性愛）、またその人。 
Ｔ（トランスジェンダー）：身体の性と異なる性別で生きる人、あるいは生きたいと望む人。 

※別紙２「性的マイノリティの人権 多様な「性」があること、知っていますか？」

① これまでの経緯と背景 

2002(H14) 政府の「人権教育基本計画」に同性愛者への差別の解決を明記。 

2003(H15) 外交官の同性配偶者の日本への入国・居住について、実質的に配偶者と同様の扱

いとなる。（法務省・外務省） 

2004（H16） 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行。一定の要件を満

たした人が戸籍上の性別を変更できるようになった。 

2012（H24） 「自殺総合対策要綱」（内閣府）に、性的マイノリティを対象とした自殺対策の

必要性を明記。 

2015（H27） 渋谷区と世田谷区でいわゆるパートナーシップ制度開始。 

〃 「第 4次男女共同参画基本計画」（内閣府）施行。第 3次計画に引き続き、多様

な性自認・性的指向の人々の人権を尊重し、安心して暮らせる環境を整備するこ

との重要性が示された。

2016（H28） 「ニッポン一億総活躍プラン」(閣議決定)に多様な性自認・性的指向への理解促

進、社会全体で多様性を受け入れる環境づくりを進めることが記載された。 

〃 男女雇用機会均等法改正に伴い「セクハラ指針（事業主が職場における性的言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針）」に当事者に

対する性的・差別的な言動について、セクシュアルハラスメントに該当すること

を明記。 

〃 人事院が通知「人事院規則 10-10（セクシュアルハラスメントの防止等の運用に

ついて）」を改め、違反すれば処分となる言動に、性自認や性的指向に関する偏

見に基づく言動やからかいも含まれることを明記。 

〃 総務省通知、当事者に配慮し、性別表記の無い「住民票記載事項証明書」や「印

鑑登録証明書」の発行が可能となる。 

2017（H29） 「事業主啓発用ガイドブック：公正な採用選考をめざして（平成 29 年度版）」

（厚生労働省）には、採用選考の際、応募者の性自認・性的指向を理由として不

適切な対応を行わないこと、採用担当者が多様な性自認・性的指向に対する理解

を深め、公正な選考を行うこと等が盛り込まれた。 

〃 都道府県レベルでは九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川

崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）で共通メッセージ作成。千葉市が中心に

なって作成。「あなたはあなたのままでいい Just  the  Way  You  Are 」 

2018（H30） 「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」成

立。性自認及び性的指向を理由とする不当な差別をしてはならないとしている。
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② 他自治体での対応状況 

【同性パートナーシップ制度における公的承認の状況】 

 根 拠 制 定 H30.11 月 

渋谷区 条 例 Ｈ27.11 月 31 組 

世田谷区 要 綱 Ｈ27.11 月 81 組 

中野区 要 綱 Ｈ30.8 月 14 組 

※他に、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市、福岡市、大阪市がある。 

【対応指針などの制定状況】 

③ 品川区のこれまでの取組と対応 

【今後の対応】 

  1)「マイセルフ品川プラン～誰もが自分らしく～」 （男女共同参画のための品川区行動計  

画 第 5次等）の中で新たな課題として取り組む。 

 2) 多様性尊重啓発事業として、講座・講演会等、様々な形で継続実施する。  

 3) 当事者を含む「交流のひろば」等を開設し、理解し合う機会と場の提供をする。 

  4) 啓発パンフレットは、継続して、成人式や研修、講座等で配布する。 

 5) 啓発パネルは、男女共同参画センター交流室で通年展示、人権啓発講演会・イベントで

の展示、貸出等を継続実施する。 

 6) 職員に向けた研修は、職層研修をはじめ様々な機会をとらえて継続実施する。 

 文京区 Ｈ29.3 月 性自認および性的指向に関する対応指針 

～文京区職員・教職員のために～ 

 豊島区 Ｈ30.2 月 多様な性自認・性的指向に関する対応指針 

事業名 内   容

【講 座】 

多様性尊重啓発事業

(H30)   

多様性尊重 講座と映画会の開催 

テーマ「普通ってなに？～違うことを認め合う～」 

講座 1日目講師：中島潤氏・2日目講師：臼井一美氏 

映画：「彼らが本気で編む時は、」 

【周 知】 

啓発パンフレット 

（H29・30） 

性的マイノリティの人権リーフレットを成人式と職員研修で配布。 

(東京都作成リーフレット「性的マイノリティの人権 多様な「性」

があること、知っていますか？」) 

啓発パネル 

（H29） 

「多様性を考える」（人権教育啓発センター刊）より LGBT 関連パネル

を作成、男女共同参画センターやイベントで展示。 

【研 修】 

職員に向けた研修 

（H29・30） 

人権問題講演会  

H29：先進自治体の取り組み事例を聴く 

「渋谷区が推進する LGBT ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ＆ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ」 

    講師：永田龍太郎氏 

    （渋谷区男女平等・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進担当課長） 

H30：性的マイノリティの方の対応も含めた公務職場のハラスメント

   ～ハラスメントの新しい動向～ 

 講師：金子雅臣氏（労働ジャーナリスト） 










